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◆電子申請利用率の現状 

労働基準法等に基づく届出のうち、年間 10 万件超

のものについて電子申請の利用促進が進められていま

すが、利用率は、３６協定 13.79％、就業規則届

23.15％、一年単位の変形労働時間制9.11％となって

います（いずれも令和３年実績）。５年前と比較すると

伸びてはいるものの、政府の掲げる「デジタル原則」

実現にはさらに利用率を上げる必要があります。 

 

◆令和５年２月27 日以降の変更点 

そのため、利用者の要望を反映して利便性をアップ

する複数のシステム改修が行われています。 

１点目として、３６協定届ではエラーチェック機能

が拡充されるとともに、入力画面で必須入力欄が黄色

く明示されるようになっています。２点目として、一

年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括届

出が、新たにできることとなっています。３点目とし

て、３６協定届、就業規則届、一年単位の変形労働時

間制に関する協定届の本社一括届出について、一括届

出事業場一覧作成ツールが１種類にまとめられていま

す。４点目として、受付印のイメージが付いた控えを

ダウンロードできる届出・申請の種類が拡充されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

◆令和５年度分の届出は余裕を持って 

 これらの変更により、変更前に手続ブックマーク

を登録していた手続きは利用できなくなっていますの

で、新たに申請データを作成する必要があります。 

紙での届出と異なり、電子申請では会社のパソコン

から手続きを行うことができますが、届出・申請が集

中する時期にはつながりにくくなったりすることがあ

りますので、余裕を持って手続きを行いましょう。 

【厚生労働省「第178回労働政策審議会労働条件分科

会（資料）」】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_27962.html 

【労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請につ

いて】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000184033.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年度３６協定届提出前にチェッ

クしておきたい最新の変更点 

 

電子申請は便利ですが、変更があるたびに以

前に作成したファイルを再利用できなくな

るのは改善してほしいです。 
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ないように思えても、実際はハラスメントによる退

職者が発生しているという可能性を示唆する調査があ

ります（パーソル総合研究所「職場のハラスメントに

ついての定量調査」）。 

 

◆離職理由の潜在化 

ハラスメントによる離職は年間約 87 万人いて

（2021 年）、そのうち約７割の人が、ハラスメントが

離職理由であることを会社に伝えていないそうです。

また、ハラスメントのなかで会社が実際に対応を行っ

たのは17.6％しかないとのことです。 

労働力不足が続く状況の中で、あるいは会社が認知

しない、あるいは未対応のハラスメントが存在するこ

とは、社会にとっても会社の経営にとっても良いこと

はありません。 

 

◆「回避型マネジメント」 

ハラスメントが問題となるようになり、上司がハラ

スメントを回避しようと、部下を飲み会やランチに誘

わない、ミスをしてもあまり厳しく叱咤しないといっ

た「回避型マネジメント」を行うようになり、部下は

上司との距離感を感じるようになっているようです。 

上司との距離感を感じている部下ほど、成長実感を

得られていないため、人材の成長・定着に悪影響があ

るようです。 

 

 

 

◆ハラスメント防止と人材の成長を両立

させる「傾聴行動」 

一方、ハラスメントを回避しながら部下を成長させ

ている上司もいて、その特徴は、部下の意見や話につ

いて「傾聴行動」をとり、マネジメントに公平性があ

るとの結果が出ています。ハラスメントの防止と部下

の成長を両立させるには、抑止策と共に職場での対話

的コミュニケーションが重要なようです。 

相談窓口や防止規定の整備とあわせて、こうした視

点で管理職に対する研修を行うと、自社のハラスメン

ト対策に役立つのではないでしょうか。これらについ

てお困りのことがあれば、ぜひ弊所にご相談ください。 

 

【パーソル総合研究所「職場のハラスメントについて

の定量調査」】 

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/har

assment.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメントの潜在化、防

ぐにはどうしますか 

 

聴くということも大事なことなのです。ハ

ラスメント回避に気を使ってばかりいて

は、部下は育てられないということです。 
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◆法定雇用率が令和８年に2.7％に 

令和５年度より、「障害者の雇用の促進等に関する法

律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正

する政令（令和５年政令第44号）」などの公布により、

障害者の法定雇用率が引き上げられることになりまし

た。 

民間企業の法定雇用率は、令和５年度は現行の

2.3％のまま据え置きとなり、令和６年４月に 2.5％、

令和８年７月に 2.7％に段階的に引き上げられること

になります。つまり、現在、従業員を 43.5 人以上雇

用している事業主は、障害者を１人以上雇用しなけれ

ばなりませんが、令和６年４月からは 40 人以上、令

和８年７月からは 37.5 人以上に１人の割合で障害者

の雇用が義務付けられることになります。 

また、障害者を雇用しなければならない事業主は、

毎年６月１日時点での障害者雇用状況をハローワーク

へ報告、障害者雇用推進者を選任（努力義務）する必

要があります。 

 

◆除外率は10％引下げに 

障害者の雇用が一般的に難しい業種について、雇用

義務の軽減を認める「除外率制度」は、令和７年４月

からはそれぞれ 10 ポイント引き下げられます。除外

率設定業種としては、貨物運送取扱業、道路貨物運送

業、道路旅客運送業、警備業、建設業・湾港運送業、

医療業、高等教育機関、鉄鋼業、金属鉱業、児童福祉

事業、特別支援学校、小学校、幼稚園、幼保連携型認

定こども園等があります。 

 

◆障害者の算定方法が変更 

週所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の短時

間で働く精神障害者については、当分の間、雇用率上、

雇入れからの期間等に関係なく、１カウントとして算

定できるようになります。また、令和６年４月からは、

週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の精神障

害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、

雇用率上、0.5 カウントとして算定できるようになり

ます。 

その他、障害者雇用のための事業主支援の強化のた

めに、雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢

に伴う課題に対応する助成金の新設や、既存の障害者

雇用関係の助成金の拡充が予定されています。 

 

【厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上

げと支援策の強化について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の法定雇用率引上げ

と支援策の強化 

 

障害者雇用の法定雇用率を企業は達成しな

ければなりません。そのためには国も事業

主の支援を強化してください。 
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令和５年４月１日から、労働者が同意した場合には

賃金のデジタル払いが認められることになりました。

導入の際は以下の点に留意しましょう。 

 

◆今後の流れ 

① 2023 年４月～……資金移動業者が厚生労働大

臣に指定申請、厚生労働省で審査（数か月かかる

見込み） 

② 大臣指定後……各事業場で労使協定を締結 

③ 労使協定締結後……個々の労働者に説明し、労

働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始 

 

◆事前の協定締結が必須です 

賃金のデジタル払いを事業所に導入するには、まず

は、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。そ

の上で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働

者の項別の同意を得る必要があります。 

●受け取り額は適切に設定を 

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためでは

なく、支払いや送金に用いるためのものであること

を理解の上、支払いなどに使う見込みの額を受け取

るようにしてください。また、受け取り額は、１日

当たりの払出上限額以下の額とする必要がありま

す。 

●口座の上限額は100 万円 

口座の上限額は 100 万円以下に設定されています。

上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定し

た銀行口座などに自動的に出金されます。この際の

手数料は労働者の負担となる可能性がありますの

で、指定資金移動業者にご確認ください。 

●口座残高の現金化も可能（月１回は口座からの払い

出し手数料なし） 

ＡＴＭや銀行口座などへの出金により、口座残高を

現金化（払出し）することもできます。少なくとも

毎月１回は労働者の手数料負担なく指定資金移動

業者口座から払い出しができます。払出方法や手数

料は指定資金移動業者により異なります。 

●口座残高の払戻し期限は少なくとも10 年間 

口座残高については、最後の入出金日から少なくと

も10 年間は、申し出などにより払戻してもらうこ

とができます。 

 

【厚生労働省「賃金のデジタル払いが可能になります

！」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/00

1065931.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーフレット「賃金のデジタル払いが

可能になります！」が公表されました 

 

何がそんなに便利になるのか疑問に思う方

も多いと思いますが、スマホ決済を便利に

利用している方には良いようです。 
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◆出産育児一時金とは？ 

出産育児一時金とは、健康保険等の被保険者が出産

したとき（妊娠85日以後の生産（早産）、死産（流産）、

人工妊娠中絶）、出産に要する経済的負担を軽減するた

め、一定の金額が支給される制度です。 

 

◆42 万円から50 万円に増額へ 

出産育児一時金の支給額は、公的病院における出産

費用等を勘案して定められており、現在は原則 42 万

円（本人支給分40.8万円＋産科医療補償制度の掛金分

1.2万円）ですが、この４月1 日から１児につき50万

円が支給されます。 

産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度

で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、

分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった

場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するもので

す。 

 

◆出産費用の状況等 

厚生労働省の令和４年10月13日第155回社会保障

審議会医療保険部会資料によると、出産費用（正常分

娩）は年間平均１％前後で増加しています。 

令和３年度における出産費用（公的病院・正常分娩）

の状況を都道府県別にみると、一番高いところで東京

都の 56万 5,092円（平均値）、一番低いところで鳥取

県の 35万 7,443円（平均値）、全国では 45万 4,994円

（平均値）です。 

出産費用の増加要因や地域差の要因として、医療費

水準や物価水準、私的病院の割合、妊婦の年齢等があ

りますが、最も大きい要因は地域の所得水準となって

います。 

 

◆出産育児一時金の支給方法（直接支払

制度・受取代理制度） 

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることが

できるよう、協会けんぽまたは健保組合から出産育児

一時金を医療機関等に直接支払う仕組み（直接支払制

度）があります。出産費用としてまとまった額を事前

に用意する必要がないので、被保険者の負担は軽減さ

れます。 

また、直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへ

の影響が大きいと考えられる施設（年間の分娩件数が

100 件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入

の割合が50％以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・

助産所）については、医療機関等が被保険者に代わっ

て出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用

することができます。 

 

  

４月から出産育児一時金が

増額されます 

 

少々の出産費用を補填してもらっても少子

化問題は解決しません。出産時より、育児に

お金がかかる日本なのです。 
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◆「雇用関係助成金ポータル」とは 

雇用関係助成金を電子申請で行う厚生労働省のシス

テムサービスです。現在は、一部を除き、雇用調整助

成金の申請は窓口または郵送にて受付を行っています

が、４月から一部のコースについて、また６月からは

本格的に電子申請が開始されます。 

 

◆2023（令和５）年４月から開始となる

助成金 

●キャリアアップ助成金 正社員化コース 

●トライアル雇用助成金 一般トライアルコース 

 

◆2023（令和５）年６月から開始となる

助成金 

●労働移動支援助成金 

●中途採用等支援助成金 

●トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以

外） 

●地域雇用開発助成金 

●人材確保等支援助成金 

●通年雇用助成金 

●キャリアアップ助成金（正社員化コース以外） 

●両立支援等助成金 

●人材開発支援助成金 

 

◆電子申請のポイント＆注意点 

申請のために移動する必要がなく、24 時間いつでも

申請・申請状況確認が可能です（メンテナンス時間を

除く）。一度入力した情報の一部は、繰り返し自動で反

映させることができ、便利です。 

なお、電子申請には、ＧビズＩＤの申請・取得が必

要です。ＧビズＩＤは、他の電子申請手続きにおいて

も必要となりますので、まだ取得されていない場合は

早めに準備しておくと便利でしょう。 

【厚生労働省「雇用関係助成金ポータルリーフレット

」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00

1061086.pdf  

 

 

 

10 日○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

17 日〇給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

の提出［ 

５月1 日 

〇公益法人等の法人住民税均等割の申告納付 

〇固定資産税・都市計画税の納付＜第1 期＞ 

今月号の内容に関しまして、ご不明点などございま

したら、お気軽にお問い合わせください。 

4 月の労務と税務の手続 

 

昨年の実質賃金 0.9％減～毎月勤

労統計調査令和４年分結果速報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言 

今年、東京の桜の開花は３月１３日でし

た。私などの感覚では、入学式で桜の花が

舞っていて、卒業式でという感じはなかっ

たです。はっきり、顕著に温暖化が進んで

いる気がします。 

こんな大変な時代に、前時代感覚で他国

を一方的に侵略することを指導する、大統

領がいる国があることが不思議です。 


